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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断層撮影式位相コントラスト画像および吸収画像を作成するために、
　固定したステータ（１３）と、前記ステータに軸支されかつ前記ステータに対して相対
的にシステム軸（９）の周りに回転する第１ロータ（１２）とを有するガントリー（６）
と、
　患者（７）およびシステム軸（９）の周りに回転可能であり第１ロータ（１２）上に配
設された少なくとも１つのＸ線源検出器システム（２、３）と、
　位相コントラストを決定するための少なくとも１セットのＸ線光学格子（４、５）と、
を備えたＸ線ＣＴシステムであって、
　少なくとも１セットのＸ線光学格子（４、５）がガントリーの第１ロータ（１２）に対
して相対的に移動可能に配設されていることを特徴とするＸ線ＣＴシステム。
【請求項２】
　少なくとも１セットのＸ線光学格子（４、５）が動作状態で検出器（３）の一部のみを
覆うことを特徴とする請求項１記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項３】
　ガントリーは、少なくとも１つのＸ線源（２、２'）および少なくとも１つの検出器（
３、３'）が固定された回転部材（１２）のほかに、ビーム路内に配設可能のＸ線光学格
子（４、５）が固定されこのＸ線光学格子（４、５）をＸ線源のビーム路からおよびビー
ム路内で移動できる移動装置（１２'、１４、１７．１、１７．２）を有することを特徴
とする請求項１または２記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項４】
　ビーム路内に配設可能のＸ線光学格子（４、５）が固定された移動装置（１４）は、円
弧状に構成され、第１ロータ（１２）に固定されていることを特徴とする請求項３記載の
Ｘ線ＣＴシステム。
【請求項５】
　ビーム路内に配設可能のＸ線光学格子（４、５）が固定されている移動装置は第２ロー
タ（１２'）として構成されていることを特徴とする請求項３記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項６】
　Ｘ線光学格子（４、５）はシステム軸方向に移動可能に固定されていることを特徴とす
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る請求項１ないし５のいずれか一項記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項７】
　Ｘ線光学格子（４、５）は回転方向に第１ロータ（１２）に対して相対的に移動可能に
構成されていることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか一項記載のＸ線ＣＴシステ
ム。
【請求項８】
　Ｘ線源は、放出されたビームコーン（１５、１６）をＸ線光学格子（４、５）または全
検出器（３）の伸長部に適合できる絞り（２．３）を有することを特徴とする請求項２な
いし７のいずれか一項記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つのＸ線源（２、２'）が線源格子（２．２）を有することを特徴とする
請求項１ないし８のいずれか一項記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項１０】
　断層撮影式位相コントラスト画像および吸収画像を作成するために、
　固定したステータ（１３）と、前記ステータに軸支されかつ前記ステータに対して相対
的にシステム軸（９）の周りに回転する第１ロータ（１２）とを有するガントリー（６）
と、
　患者（７）およびシステム軸（９）の周りに回転可能であり第１ロータ（１２）上に配
設された少なくとも１つのＸ線源検出器システム（２、３）と、
　位相コントラストを決定するための少なくとも１セットのＸ線光学格子（４、５）と、
を備えたＸ線ＣＴシステムであって、
　専ら吸収測定のために第１ビーム路が設けられ、かつ位相コントラスト測定のためにシ
ステム軸方向にずらして配設された第２ビーム路が設けられていることを特徴とするＸ線
ＣＴシステム。
【請求項１１】
　ガントリー（６）が第２ロータ（１２'）を有し、第１ロータ（１２）上に、吸収測定
のための検出器（３）が配設され、第２ロータ（１２'）上に、Ｘ線光学格子セット（４
、５）を備えた位相コントラスト測定のための第２検出器（３'）が配設されていること
を特徴とする請求項１０記載のＸ線ＣＴシステム。
【請求項１２】
　各ロータ（１２、１２'）上に専用のＸ線源（２、２'）が配設されていることを特徴と
する請求項１０または１１記載のＸ線ＣＴシステム。
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